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１－１ 計画の目的 

本県では、令和６年３月に、県全体の広域的な地域公共交通を対象として、将来的にも持続的な確

保・維持に向けた基本方針や将来像、及びそれらに基づく具体施策等を示す「福島県地域公共交通

計画」を策定しました。 

当該計画には、地域公共交通ネットワークの確保・維持に向けて、持続性の向上に向けた再編・見直

しを行うとともに、地域公共交通利便増進事業の活用も行うこととしております。 

このため、福島県地域公共交通計画に示す基本方針や将来像の実現に向けて、地域公共交通の利

便増進に向けた具体な再編・見直しの内容等を示す「地域公共交通利便増進実施計画」を策定する

こととします。 

 

１－２ 計画の区域 

本計画では、県民の生活圏域を踏まえて、特に県北地域を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の区域  
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１－３ 計画の位置付け 

本計画は、福島県地域公共交通計画及び福島市地域公共交通計画を「基本計画」とし、当該計画

のうち特に県北圏域に係る事業について示す「実施計画」としての位置付けとなります。 

※主に市町村間をまたぐ広域的な公共交通については県計画、市町村内における公共交通について

は市町村の計画に記載する具体施策に基づき実施するものです。 

 

図 計画の位置付け 

１－４ 計画期間 

本計画の期間は、令和７年 10月から令和 13年 3月までの 5か年 6か月とします。 

なお、地域公共交通を取り巻く情勢はもちろん、社会全体の情勢等の変化により、それらに対応する

ために地域公共交通の再編・見直しが必要となることが想定されるため、その都度対応策等の検討を

行い、必要に応じて計画の変更を行うこととします。 

 

図 計画期間 

  

福島県
地域公共交通計画

・第2期福島県復興計画
・都市計画区域マスタープラン
・ふくしま公共施設等ユニバーサル
デザイン指針
・福島県地域福祉支援計画
・第七次福島県医療計画 等

県の関連計画

連携

県の上位計画

地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律（国）

準拠

福島県総合計画（2022－2030）

【令和12年度を見据えた基本目標】
やさしさ、すこやかさ、おいしさあふれる

ふくしまを共に創り、つなぐ

整合 整合

福島県県北圏域
地域公共交通利便増進実施計画

⚫ 福島市地域公共交通計画

準拠
市町村の計画

20３０年度
（令和１２年度）

２０２９年度
（令和１１年度）

202８年度
（令和１０年度）

２０２７年度
（令和９年度）

2026年度
（令和8年度）

２０２5年度
（令和7年度）

2024年度
（令和6年度）

計画

福島県
地域公共交通計画

福島県県北圏域
地域公共交通利便増進
実施計画

20２４年４月～２０3１年3月（７か年）

20２５年１０月～２０31年3月（５か年6か月）
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２．利便増進事業の内容・実施主体 
※詳細な事業内容（2-2以降）は変更対象の事業のみ記載 
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２－１ 事業の全体像 

（１）事業一覧 

本計画で実施する事業は下表のとおりです。 

※R8.●変更に伴い追加する事業を赤字で表示 

 

表 事業一覧 

方面 事業名 対象系統 実施時期 関係主体 

伊達市方面 

伊達市・月の

輪地区から福

島市へのアク

セス性向上 

・月の輪経由梁川線 

・月の輪経由保原線 

令和 7年 

10月 

・福島交通 

・福島市、伊達市 

霊山地区から

福島市へのア

クセス性向上 

・大波経由掛田線 
令和 8年 

4月 

・福島交通 

・福島市、伊達市 

福島市～伊達

市間の利便増

進 

・伊達経由保原線 

・伊達線 

・田町線 

・伊達経由湯野線 

・伊達経由掛田線 

令和 8年 

10月 

・福島交通 

・福島市、伊達市 

桑折町・国

見町方面 

国見町～福島

市間の利便増

進 

・藤田線 

・桑折線 

令和 8年 

10月 

・福島交通 

・福島市、伊達市、

桑折町、国見町 

福島市方面 
松川地区の利

便増進 

・医大・水原線（再編

後：医大・松川線） 

・新規路線（松川水原乗

合タクシー） 

令和 7年 

10月※１ 

・福島交通 

・有限会社 カネハ

チタクシー 

・有限会社 松川観

光タクシー 

・福島市 

二本松市方

面 

福島大学への

アクセス性向

上 

・二本松線 
令和 7年 

10月 

・福島交通 

・福島市、二本松市 

塩沢地区～二

本松市街地間

の利便増進 

・塩沢線 
令和 7年 

10月 

・福島交通 

・二本松市 

岩代地区・東

和地区～二本

松市街地間の

利便増進 

・針道経由東和小学校線 

・大平経由小浜線 

・小浜線 

令和 7年 

10月 

・福島交通 

・二本松市 

※１：令和 7年 4月から実証運行を開始し、その結果等を踏まえて令和 7年 10月から本格運行を実施 
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（２）事業全体図 

①北部エリア（福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業全体図（北部エリア） 

  

月の輪経由梁川線 

月の輪経由保原線 

医大・水原線 
（再編後：医大・松川線） 

大波経由掛田線 

伊達経由湯野線 

田町線 

伊達線 

伊達経由保原線 

伊達経由掛田線 

桑折線 

藤田線 
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②南部エリア（福島市・二本松市・川俣町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業全体図（南部エリア） 

  

二本松線[医大経由] 

塩沢線 

小浜線 
小浜線[大平経由] 

東和小学校線[針道経由] 
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２－２ 伊達市方面 

（１）福島市～伊達市間の利便増進 

①事業の概要 

 

項目 概要 

課題 

 福島市～伊達市間（田町線は福島市内）を運行する各系統については、両市間の
通勤・通学・通院などの多様な目的で利用されており、沿線地域の生活を維持する
上で重要な役割を担っている。 

 これらの系統の沿線において、大規模商業施設（イオンモール伊達）の開業が見込
まれており、沿線地域の買い物の移動ニーズの変化が見込まれるだけではなく、福
島駅などから当該施設への移動ニーズの増加、さらには当該施設への通勤者の増
加も見込まれ、多くの目的での移動ニーズが変化することが推察される。 

 新たな移動ニーズへ対応することにより、沿線地域における利便性の向上を図ると
ともに、福島駅方面をはじめとして各地域から当該施設への移動手段の確保を図る
ことが必要である。 

事業実施の 

方向性 

 ①イオンモール伊達への乗り入れ 
→当施設への買い物・通勤等の目的での移動機会の増加による利便増進 
→イオンモール伊達が交通拠点となり、当該施設へ乗り入れる路線間の乗り継ぎ
利便性が向上し、公共交通の一体性が向上 

※これに伴い、伊達線、田町線は統合し、（仮）イオンモール伊達線を新設 

表 事業の概要 

項目 現状 事業実施 

対象路線名 

①伊達経由保原線 
②伊達線 
③田町線 
④伊達経由湯野線 
⑤伊達経由掛田線 

①（仮）イオンモール伊達経由保原線 
④（仮）イオンモール伊達経由湯野線 
⑤（仮）イオンモール伊達経由掛田線 
⑥（仮）イオンモール伊達線 

運営主体 ①～⑤福島交通㈱ ①～⑥福島交通㈱ 
運行事業者 ①～⑤福島交通㈱ ①～⑥福島交通㈱ 
事業の種類 ①～⑤一般乗合旅客運送事業 ①～⑥一般乗合旅客運送事業 
運行形態 ①～⑤定時定路線 ①～⑥定時定路線 

起点・終点 

①福島駅東口・保原駅 
②福島駅東口・北福島医療センター 
③福島駅東口・田町 
④福島駅東口・湯野駅 
⑤福島駅東口・掛田駅前 

①福島駅東口・保原駅 
④福島駅東口・飯坂温泉駅 
⑤福島駅東口・掛田駅前 
⑥福島駅東口・イオンモール伊達 

主たる経由地 

①北福島医療センター 
②福島市役所入口 
③福島市役所入口 
④福島市役所入口 
⑤福島市役所入口 

①北福島医療センター・イオンモール伊達 
④福島市役所入口・イオンモール伊達 
⑤福島市役所入口・イオンモール伊達 
⑥福島市役所入口 

運行回数 

①平日 7.5回/日、土日祝 6.0回/日 
②平日 6.5回/日、土日祝 5.0回/日 
③平日のみ 3.0回/日 
④平日 3.5回/日、土日祝 3.0回/日 
⑤平日 9.0回/日、土日祝 6.5回/日 

①平日 3.0～7.0 回/日、土日祝 3.0～
7.0回/日 

④平日 3.0～3.5回/日、土日祝 3.0回/
日 

⑤平日 4.5～8.5 回/日、土日祝 3.0～
6.5回/日 

⑥平日 11.5～15.5回/日、土日祝 7.5～
11.5回/日 

※赤字が変更箇所  
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②運行概要図 

事業実施前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福島市 伊達市 

桑折町 （仮）イオンモール伊達経由保原線 

（仮）イオンモール伊達線 

（仮）イオンモール伊達経由掛田線 

（仮）イオンモール伊達経由湯野線 

福島市 

伊達線 

伊達市 

桑折町 伊達経由保原線 

伊達経由湯野線 

田町線 

伊達経由掛田線 

事業の概要 

①イオンモール伊達への乗り入れ 

※これに伴い、伊達線、田町線は統合し、

（仮）イオンモール伊達線を新設 

イオンモール伊達 

への乗り入れ 
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（２）桑折町・国見町～福島市間の利便増進 

①事業の概要 

 

項目 概要 

課題 

 藤田線は国見町から桑折町、伊達市を経由して福島市へ運行する路線であり、沿
線地域における福島市方面への通勤・通学などに利用される重要な路線である。 

 一方、沿線地域の人口減少などから利用者数は減少傾向にあり、今後の持続性に
課題を抱える状況にある。 

 このため、並行して運行する系統（桑折線）も踏まえて一体的に見直しを行うことに
より、持続性の向上を図ることが必要である。 

 なお、沿線地域には大規模商業施設（イオンモール伊達）の開業が見込まれており、
当該施設への移動需要の増加が見込まれることから、これらも踏まえて見直しを図
り、利用者の拡大についての検討も必要である。 

事業実施の 

方向性 

 ①藤田線と桑折線を統合 
 ②イオンモール伊達への経由 
→大規模商業施設への買い物・通勤等の目的での移動機会の増加による利便増
進 

→イオンモール伊達が交通拠点となり、当該施設へ乗り入れる路線間の乗り継ぎ
利便性が向上し、公共交通の一体性が向上 

 

表 事業の概要 

項目 現状 事業実施 

対象路線名 
①藤田線 

②桑折線 

①（仮）イオンモール伊達経由藤田線 

運営主体 ①②福島交通㈱ ①福島交通㈱ 

運行事業者 ①②福島交通㈱ ①福島交通㈱ 

事業の種類 ①②一般乗合旅客運送事業 ①一般乗合旅客運送事業 

運行形態 ①②定時定路線 ①定時定路線 

起点・終点 
①福島駅東口・藤田駅前 

②福島駅東口・桑折駅前 

①福島駅東口・藤田駅前 

主たる経由地 
①福島市役所入口、道の駅国見 

②福島市役所入口 

①福島市役所入口、道の駅国見・イオン

モール伊達 

運行回数 
①平日 12.5回/日、土日祝 11.0回/日 

②平日 4.5回/日、土日祝 1.5回/日 

①平日 8.5～12.5 回/日、土日祝 7.0～

11.0回/日 

※赤字が変更箇所 
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②運行概要図 

事業実施前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福島市 

桑折町 

（仮）イオンモール伊達経由藤田線 

国見町 

伊達市 

事業の概要 

 ①藤田線と桑折線を統合 

 ②イオンモール伊達への経由 

イオンモール伊達

への乗り入れ 

福島市 

桑折町 

桑折線 

藤田線 

国見町 

伊達市 
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３．事業実施に必要な資金の額及び調達方法 
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４．事業実施による効果 
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４－１ 利便増進事業の実施により想定される効果 

※R8.●変更に伴い追加する事業を赤字で表示 

表 事業の効果 

方面 事業 効果 

伊達市 

方面 

伊達市・月の輪地区

から福島市へのアク

セス性向上 

■利便性の向上 

・梁川地区から福島市方面への移動機会が増加し、地区内の

高校閉校の影響による通学需要に対応し、通学利便性が向上 

・高子駅付近へ新たにバス路線が経由することにより、当該地

区における公共交通による移動機会が増加 

■効率性の向上 

・2系統を 1系統へ統合することにより、運行する経路がシンプ

ルになり分かりやすさ等の改善 

霊山地区から福島市

へのアクセス性向上 

■利便性の向上 

・霊山地区内において道の駅への移動機会が増加し、日常生

活 （買い物移動など）での利便性向上 

・道の駅において路線バスと域内交通の接続性が向上すること

により、域内から福島市などの広域への移動時の利便性が向

上 

福島市～伊達市間の

利便増進 

■利便性の向上 

・大規模商業施設（イオンモール伊達）への買い物・通勤等の

目的での移動機会の増加による利便増進 

・イオンモール伊達が交通拠点となり、当該施設へ乗り入れる路

線間の乗り継ぎ利便性が向上し、公共交通の一体性が向上 

桑折町・

国見町方

面 

国見町～福島市間の

利便増進 

■利便性の向上 

・大規模商業施設への買い物・通勤等の目的での移動機会の

増加による利便増進 

・イオンモール伊達が交通拠点となり、当該施設へ乗り入れる路

線間の乗り継ぎ利便性が向上し、公共交通の一体性が向上 

■効率性の向上 

・桑折線の統合により、起終点の分かりやすさ等の改善 

福島市 

方面 
松川地区の利便増進 

■利便性の向上 

・松川水原乗合タクシーについて、利用しやすい時間帯への見

直しによる利便性の向上 

・医大・水原線の経路変更により、居住地付近を経由してバス

が利用しやすくなることによる利便性の向上 

■効率性の向上 

・利用に応じたダウンサイジングによる効率性の向上 

二本松市 

方面 

福島大学へのアクセ

ス性向上 

■利便性の向上 

・バス路線沿線の学生等の通学利便性の向上 

・鉄道遅延・運休時の代替手段としての利便性向上 

塩沢地区～二本松市

街地間の利便増進 

■利便性の向上 

・主要拠点（商業施設等）への延伸による利便性の向上 

岩代地区・東和地区

～二本松市街地間の

利便増進 

■利便性の向上 

・主要拠点（商業施設等）への延伸による利便性の向上 
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４－２ 地域公共交通計画の目標に対する利便増進事業の位置付け 

本計画に示す利便増進事業については、基本計画である地域公共交通計画に基づいて位置付ける

ものであり、事業の実施により、地域公共交通計画に位置付ける指標及び数値目標の達成にも寄与す

るものと考えます。 

なお、本計画に示す事業の実施により、下表のうち特に赤い網掛けをする指標の達成を目指します。 

 

表 福島県地域公共交通計画の指標一覧 

目標 指 標 現況値 目標値 

目標① 

県民や来訪者が

安心しておでかけ

できる地域公共交

通ネットワークを構

築する 

乗合バスの年間利用者数 
１４，９１０千人/年 

（令和４年度） 

１６，１４５千人/年 

（令和１２年度） 

第三セクター鉄道の年間利用

者数 

５６２千人 

（令和４年度） 

７６７千人 

（令和６年度） 

広域路線バス（地域間幹線系

統）に対する県の公的負担額 

１５０，５５９千円/年 

（令和５年度） 

１５２，４３６千円/年 

（令和１２年度） 

目標② 

様々な移動手段が

シームレスにつな

がり、利用しやすい

環境を整える 

利用可能な路線バスにおける

キャッシュレス決済の利用率 
－ 

９０％以上 

（令和１２年度） 

バス事業者及び市町村におけ

るオープンデータ化割合 

２０．８％ 

（令和５年１２月） 

１００％ 

（令和１２年度） 

鉄道駅のエレベーター設置率 
８６．７％ 

（令和５年１２月） 

１００％ 

（令和１２年度） 

目標③ 

将来にわたり地域

公共交通サービス

を提供し続けられ

る運営・運行体制

を整える 

市町村の地域公共交通計画策

定率 

３７．３％ 

（令和５年１２月） 

１００％ 

（令和１２年度） 

乗合バスの運行本数に対する

乗務員の充足率 

９１．２％ 

（令和５年７月） 

１００％ 

（令和１２年度） 

目標④ 

交通 ・他分野の

様々な主体が連

携・協働（共創）し

て地域公共交通を

支える体制をつく

る 

広域路線バス（地域間幹線系

統）の収支率 

３７．４％ 

（令和５年度） 

４８．４％ 

（令和１２年度） 

奥会津地域住民が、ＪＲ只見線

を地域のシンボルと認識してい

る割合 

－ 
８０％以上 

（令和９年度） 

交通ネットワークや情報基盤が

十分に整備された地域に住ん

でいると回答した県民の割合 

３１．９％ 

（令和５年度） 

６６％以上 

（令和１２年度） 

 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．関係市町村による支援の内容 
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沿線の市町村においては、それぞれの地域公共交通計画に基づき、主に以下に示す内容の支援を

行います。 

 

表 関係市町村による支援の内容 

主体 内容 

福島市（福島

市地域公共

交通） 

公共交通ネットワークの再編・見直しに必要な関係者（庁内関係課、他市町村、商業

施設等）との協議・調整に係る支援 

モビリティ・マネジメントをはじめとした、各種利用促進策の展開による路線バス、乗合

タクシーの利用拡大に向けた支援 

等間隔運行を継続して実施するための技術的な支援（協議の場の設定、有識者・専

門家の招へい等） 

二本松市（二

本松市地域

公共交通） 

公共交通ネットワークの再編・見直しに必要な関係者（庁内関係課、他市町村、商業

施設等）との協議・調整に係る支援 

他の交通モード（鉄道など）との接続性向上に向けた関係者間の協議・調整に係る

支援 

運行情報等を発信するツール（バスマップ、時刻表等）の作成による、周知拡大及び

利用時の分かりやすさ改善に向けた支援 

モビリティ・マネジメントをはじめとした、各種利用促進策の展開による路線バスの利

用拡大に向けた支援 

伊達市（伊達

市地域公共

交通） 

公共交通ネットワークの再編・見直しに必要な関係者（庁内関係課、他市町村、商業

施設等）との協議・調整に係る支援 

運行情報等を発信するツール（バスマップ、時刻表等）の作成による、周知拡大及び

利用時の分かりやすさ改善に向けた支援 

モビリティ・マネジメントをはじめとした、各種利用促進策の展開による路線バスの利

用拡大に向けた支援 
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６．関係施策との連携に関する事項 
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６－１ 福島市立地適正化計画 

福島市では立地適正化計画を策定しており、居住誘導区域・都市機能誘導区域（市計画上では居

住推奨区域・都市機能区域）の設定にあたり、鉄道・路線バスの運行範囲等を踏まえたものとしていま

す。 

利便増進事業の実施にあたっては、当該計画との連携・整合を図りながら進めるものとします。 

 

表 計画の概要 

主体 内容 

計画期間 目標年次：2040年 

対象エリア 福島市の都市計画区域 

各区域の概要 居住誘導区域：設定あり 

都市機能誘導区域：設定あり 

 

 

 

図 まちづくの方向性及び基本方針等  



22 

 

図 都市機能区域 
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図 居住推奨区域 
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６－２ 二本松市立地適正化計画 

二本松市では立地適正化計画を策定しており、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定にあたり、

鉄道・路線バスの運行範囲等を踏まえたものとしています。 

利便増進事業の実施にあたっては、当該計画との連携・整合を図りながら進めるものとします。 

 

表 計画の概要 

主体 内容 

計画期間 目標年次：令和４年度（２０２２年度）から概ね２０年後 

対象エリア 二本松市の都市計画区域 

各区域の概要 居住誘導区域：設定あり 

都市機能誘導区域：設定あり 

 

 

 

図 まちづくりの方針と誘導方針 
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図 都市機能誘導区域・居住誘導区域 

 


